
　　　　　　　　　　　　　食育推進施策実施状況

食育推進施策１　家庭における食育の推進

取組指標 目標 当初予定 結果

1
朝食毎日きちん
と食べよう大作
戦

保 医
(健推)

子どもの頃からの適切な
生活習慣の確立を目指し
て、朝食の大切さの普及
啓発を実施し、「岡山県食
の安全・食育推進計画」の
目標である学童期の朝食
摂取率１００％の達成に向
けて、おにぎりづくりを中
心とした普及啓発イベント
を行う。

朝食を毎日食べる者の割
合小学生、中学生　100％

〈事業名〉
朝食毎日きちんと食べよう大作戦
〈期　日〉
令和６年８月８日
〈場　所〉
岡山県南部健康づくりセンター
〈参加者〉
里庄町児童クラブ小学生徒約20名、県知
事、栄養委員、事務局員
〈内　容〉
おにぎり等短時間で簡単にできる朝食メ
ニューの調理実習、食育クイズ、おはしを
使ったゲーム

2

「ぱっちり！モグ
モグ」生活リズム
向上キャンペー
ン

教育
(生涯)

早寝、早起き、朝ごはんな
ど、子どもの望ましい基本
的生活習慣を育成し、生
活リズムの向上を一層推
進するために、市町村を
はじめ、学校、幼稚園やＰ
ＴＡ等の関係団体、保健
医療部局等とも連携し、地
域ぐるみで取組を推進す
る。

◆キャンペーン月間
おかやま教育の日（ １１月１日 ）、岡山県
家庭教育応援の日（ 11月第3日曜日 ） を
含む 1 か月間

◆キャンペーン週間
５月～６月、８月～９月、１月～２月のうち、
それぞれ２週間

◆キャンペーン後の取組
優良活動表彰

No 施策名 部局 取組内容
令和６年度
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食育推進施策２　地域における食育の推進

取組指標 目標 当初予定 結果

3
給食施設管理
者・従事者研修
会の開催

保 医
(健推)

給食施設の管理者・従事
者に対して、栄養管理・衛
生管理等についての研修
を行い、利用者の健康保
持、増進を図る。

給食施設管理者研修会・従事者研修会
は、各保健所・支所で実施予定。

岡山県給食協議会に委託して行う特定給
食施設関係者研修会は、令和６年８月６
日に開催予定。

岡山県栄養士会に委託して、栄養士研修
会を実施予定。

4
健康づくり普及
事業

保 医
(健推)

「健康づくりのための食生
活指針」の基本を踏まえ
て、住民の健康づくりに対
する意識を高め、望ましい
食習慣の定着を促進する
ため、地域の特性に応じ
た事業を実施する。

各保健所・支所栄養改善協議会で実施
予定

5
食育ネクストス
テージプロジェ
クト

保 医
(健推)

保健所・支所が中心とな
り、関係機関・団体等と連
携し、計画に掲げる目標
を達成するための事業を
展開する。

各保健所・支所でジュニア食育プロジェク
トを実施予定。

若い世代を対象とした食育リーフレットを
新たに作成予定。

6

ホームページ
「第３次健康お
かやま２１」の充
実

保  医
(健推)

２１世紀の県民健康づくり
指針「第３次健康おかやま
２１（食育含む）」を広く県
民に普及するために開設
したホームページの充実
を図る。

適宜更新予定

7
おかやま食育推
進協賛事業

保 医
(健推)

地域で活動を行っている
各種団体や、学校、企
業、市町村等が行う事業
で、食育推進の目的に
沿って実施される事業を
協賛事業として認定し、
ホームページ等に掲載し
活動を紹介する。

継続して実施中

No 施策名 部局 取組内容
令和６年度
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8

オーラルフレイ
ル予防の普及
啓発
（8020健康長寿
社会づくり推進
事業）

保  医
(健推)

県民が、健口体操・嚥下
体操（あいうべ体操、パタ
カラ体操など）などのオー
ラルフレイル予防に早期
に取り組めるよう、リーフ
レットを配布し、普及啓発
を行う。

岡山県歯科医師会と連携し、食欲低下や
低栄養の発端となるオーラルフレイルに
ついて、その早期発見・予防に取り組める
よう、リーフレットを配布し、普及啓発を行
う。

9 米の消費拡大
農  水
(農企)

米を中心とした栄養バラン
スに優れた「日本型食生
活」を定着させるため、今
後の食生活の動向に大き
な影響を及ぼす若い世代
に重点を置き、米の重要
性の啓発とごはん食の普
及を進める。

各種施策を通じて、活動支援する。
ごはん・お米と私作文コンクール後援
各種イベントでのＰＲ
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食育推進施策３　学校・保育所等における食育の推進

取組指標 目標 当初予定 結果

10
学校給食担当
者等研修講座

教　育
(保体)

学校給食と食育（食に関
する指導）の意義と役割に
ついて認識を深め、安全
で魅力ある学校給食及び
学校給食指導の充実を目
的に実施する。

隔年開催

11
岡山県学校給
食研究協議大
会

教　育
(保体)

学校給食の意義と役割に
ついて認識を深め、その
指導と管理運営の改善充
実を図るため、当面する
諸問題（衛生管理、栄養
管理、健康問題等）につ
いて研究協議を行い、学
校給食の充実発展と、職
員の資質向上を図る。

令和６年７月３０日（火）
コンベックス岡山にて開催
主催：(公財)岡山県学校給食会
共催：岡山県教育委員会
　　　 岡山市教育委員会
対象：学校給食関係者

12

「運動部活動方
針」実践推進事
業（部活動を通
じた食育の実
践）

教　育
(保体)

部活動の場面において、
スポーツ栄養に基づく食
に関する指導を行い、生
徒がそれぞれの成長期に
応じて適切に発育発達
し、パフォーマンスを最大
限に発揮することができる
よう実践研究を⾏う。

第３次岡山県教育振興基
本計画

「朝ごはんを食べることは
たいせつだ」と回答した児
童生徒の割合
小学校
R2 85.1％→R6 95.0%
中学校
R2　86.2％→R6　95.0％

公益社団法人岡山県栄養士会等と連携
し、新見市１中学校、県立岡山南高等学
校(計２校)の運動部活動において栄養教
諭等と部活動顧問が連携してスポーツ栄
養学に基づく食に関する指導を行い、生
徒が自身に必要な栄養素や望ましい食
事のとり方を理解して実践することで、そ
れぞれの成長期に応じて適切に発育発
達し、パフォーマンスを最大限に発揮する
ことができるよう実践研究を行う。

13
噛ミング30運動
（1201運動推進
事業）

保  医
(健推)

園児・児童がよく噛んで食
べることに関心が持てるよ
う歯科衛生士を派遣し、学
校園と連携して、食べ方
の発達支援及び知識の普
及啓発を行う。

実施校園：30校程度を予
定

園児・児童が噛むことなど口腔機能につ
いての知識を習得できるよう歯科衛生士
による指導を受ける。（1201運動推進事
業）

令和６年度
No 施策名 部局 取組内容

4



14
岡山県学校
歯科保健研修
会

保  医
(健推)
教　育
（保体）

学校歯科保健関係者を対
象に研修会を開催し、資
質の向上を図る。

令和６年１１月～１２月
オンライン開催
主催：岡山県歯科医師会
　　　 岡山県教育委員会
対象：歯科医師、歯科衛生士、学校の歯
科保健担当者等
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食育推進施策４　生産・流通等における食育の推進

取組指標 目標 当初予定 結果

15
おかやまからだ
晴れ食サポート
事業

保  医
(健推)

県民が自身の健康関心度
等の程度に関わらず、自
然に健康な行動をとること
ができる食環境を整備す
る。
外食及び中食、内食に関
連のある食品事業者の取
り組んでいる健康づくりの
取組について宣言（申請）
をしていただき、食を通じ
た健康づくりを推進する。

おかやまからだ晴れ食サ
ポーターの数

食環境づくり事業につい
ては、各事業者（施設）単
位で減塩量等を評価

２０店（施設）以上のサ
ポーター登録

＜おかやまからだ晴れ食サポーター登録
事業＞
旧事業である「栄養成分表示の店」登録
事業の登録店への周知等、機会を捉えて
食品関連事業者への周知をする。

＜食環境づくり事業＞
中食対象事業者での取組は、健康推進
課が主体で実施。
健康づくりを目的とした給食施設での取
組は、保健所・支所が主体で実施。

16
学校給食用牛
乳
供給事業

農  水
(畜産)

（学校給食用牛乳の供
給）
安全で質の高い県産牛乳
を学校給食に継続して安
定供給することで、児童生
徒の体位体力の向上と牛
乳の消費拡大に資する。

（学校給食用牛乳の供給）
安全で質の高い県産牛乳を学校給食に
継続して安定供給することで、児童生徒
の体位体力の向上に資するとともに、県
内酪農の安定的発展及び消費者の信頼
確保と牛乳の需要拡大を図る。

17
地産地消の推
進

農　水
(農振)

「自分たちの住む地域で
作られたものを、その地域
で消費しよう」をキーワード
に、生産者と消費者の相
互理解を深め、安全で安
心な県産農林水産物の安
定供給と消費拡大を目指
す。

地産地消協力店の登録拡大
県産農産物等利用実態調査

18
食品ロス・家庭
ごみ削減促進
事業

環　文
(循環)

食べられるのに廃棄され
る「食品ロス」の削減を進
めるため、多方面への啓
発を展開する。

①地域で食品ロス削減の輪を広げよう！
モデル事業
　県内２カ所で実施
②食品ロス削減月間キャンペーンの実施
　10月１日～10月31日
③食品関連事業者とフードバンクを繋ぐ
マッチングサービス「おかやまフードトリッ
プ」の運用、利用促進に向けた周知

No 施策名 部局 取組内容
令和６年度
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食育推進施策5　県民が食育を実践できる環境づくりの推進

取組指標 目標 当初予定 結果

19
栄養成分表示
見とく（得）事業

保 医
(健推)

保健所・支所で講習会を
開催し、加工食品・外食の
栄養成分表示や保健機
能食品制度に関する知識
の普及を図る。

各保健所・支所で、消費者に栄養成分表
示の見方などを理解してもらうための講習
会を開催する。
また、栄養委員を対象に講習会を開催
し、地域住民の食生活サポーター（あなた
の食生活お支えし隊）として活躍してもら
う。

食品の虚偽・誇大表示等に関する事業者
からの相談指導に応じ、食品の表示に関
する知識の普及を図る。

（安心）
ホームページ等で食品表示に関する知
識の周知を図る。

（生衛）各保健所で実施予定

（安心）
販売店を対象とする表示遵守状況調査を
実施する際や事業者からの相談に対応
する際に個別に周知を図る。また、事業
者からの相談に応じる。

研修会開催数 3回

（農産）
食品表示制度の普及啓発のため、直売
所関係者や６次産業化に取り組む農業者
を対象に食品表示研修会を開催する。

No 施策名 部局 取組内容

食品表示法の
周知及び相談
対応

県 生
(安心)
農 水

（農産・
畜産・
林政・
水産）
保 医
(生衛)

表示を行う事業者に対し、
講習会の開催やパンフ
レットの配布を通じ、食品
表示制度の周知を行うとと
もに、事業者からの相談
には各担当課が窓口と
なって対応を行う。

20
食品表示に対
する消費者の理
解の促進

県 生
(安心)
農 水
(農産・
畜産・
林政・
水産)
保 医
(生衛)

消費者が、表示内容を正
しく理解し、購入時の選択
に役立てたり、適切に食
品を取り扱って健康危害
が発生しないよう、食品表
示に関する知識の普及を
行う。

令和６年度

21
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遵守状況調査店舗数 96店舗
（安心）
販売店を対象として食品表示法や米ト
レーサビリティ法の遵守状況調査を行う。

適正表示の調査店舗数 50

（農産）
直売所等を対象に食品表示等の点検を
実施し、不適切な表示があった場合、指
導を行う。

（生衛）
夏期、年末食品一斉取締り期間で大型販
売店を対象に実施予定

23
試験検査による
表示の点検

保 医
(生衛)

流通段階の食品につい
は、販売店での目視によ
る点検だけでなく、検査に
よって添加物、アレルゲ
ン、遺伝子組換え等の表
示が適正に行われている
かを確認する。

315件を予定

22
表示を行う事業
者への監視指
導

県 生
(安心)
農 水

（農産・
畜産・
林政・
水産）
保 医
(生衛)

定期的に製造施設や販
売店へ立入を行い、適正
な表示が行われている
か、表示ミスや表示漏れを
起こさない管理体制が構
築されているかなどを確
認する。また、原産地表示
の偽装などの通報等に対
しては、関係機関と連携
し、必要な調査を行い、事
実関係に基づいて厳正な
対処を行う。
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